
成年後見人を選任するには，成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況，成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成
年被後見人との利害関係の有無（成年後見人となる者が法人であるときは，その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者
と成年被後見人との利害関係の有無），成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。

民法８４３条４項 ※保佐人・補助人について準用

1

法人として適正に成立，構成されているか

法人の事業目的及び内容が高齢者・障害者
等の福祉にかなうものであるか
⇒営利性の有無や目的を確認。本人の資産が営利目的に
利用・悪用される可能性に注意

法人登記の履歴事項全部証明書
定款
設立趣意書
事業計画書

確認資料（例）検討の視点（例）

法人の事業の種類及び内容

法人の財務基盤

財政状況（資産や収支）が安定しているか

法人の財務が適正に管理されているか

決算報告書，貸借対照表，収支予算書

賠償責任保険の証書

組織規程，組織図，役員等名簿

確認資料（例）検討の視点（例）

本人に与えた損害を賠償する能力があるか

法人を選任する際の考慮要素

⇒会計専門職が法人の運営に関与しているかなどを確認
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資料４



法人を選任する際の考慮要素

後見等事務を遂行する能力

事務担当者に後見事務を遂行する能力があるか

事務担当者に対する指導監督態勢は適切か

⇒経歴，研修歴，専門職団体への加入の有無，後見事務に
関する活動実績等を確認

⇒担当者から法人への定期報告の有無，理事会や専門委員
会による監督や監査の有無，法的な問題が生じたときの相
談体制の有無等を確認

役員等名簿

組織規程，組織図

後見業務の実施に関する規定や要領

法人内部の指導監督態勢の規定や要領

養成及び研修制度の内容が分かる書類

不正発覚時の対応規定

個人情報の取扱に関する規定や要領

確認資料（例）検討の視点（例）

担当者に対する研修制度は整備されているか

財産管理の方法は適切か

不正発覚時の態勢が適切であるか
個人情報保護の対策がとられているか

本人との利害関係

検討の視点（例）
本人との間に具体的な利害関係を有するか

将来的に本人に不利益が生じる可能性があるか

確認資料（例）

候補者事情説明書（裁判所の書式）

本人との利害関係の有無を示す資料
実質的な利益相反関係に立つことを防止する仕
組みがあるか

2

⇒本人に有償のサービスを提供しているなど



3

法人の財務基盤について

財政状況の安定性について一定の基準を設けているわけではなく，最低限，明らかに財政状況が悪化し
ているなど経営破綻の兆候がないか，本人に損害を与えた際の賠償能力が確保されているかどうか，収
支予測について合理的な説明があるかどうかを確認した上で，後見監督において定期的に疎明資料を提
出させて財政状況を確認している例が複数あった。

財務基盤が脆弱であると法人の存続自体を危ぶませることになりかねず，長期間にわたり後見事務を行
うという法人後見の大きなメリットを損なうおそれが生じる。また，多数の案件を受任している法人が
財政破綻したときの影響は非常に大きい。

法人の設立後間もなく，裁判所に財務状況に関する資料が提出できない場合でも，保険への加入や専門
職への相談体制等を踏まえて，選任を認めている例があった。

一方，後見事業は利益を追求する性質のものではない上，設立当初から安定性の客観的裏付けを求める
ことが困難な場合もあり得ることから，この段階で財政基盤の安定性を厳格に求めると，新規法人が成
年後見人等を受任することは難しくなる。

法人後見の選任の実情について把握するため，法人後見の選任実績の比較的多い家裁を対象に，
実際に選任されている法人の実情や考慮要素に関する考え方等についてヒアリングを行った。

（※必ずしも全国的な傾向を示すものではないことに留意）

調査の内容

問題意識

選任の実情

主要な考慮要素に関する考え方～一部の家裁の実情から～



4

後見等事務を遂行する能力について

法人の人的構成，後見事務担当者の質，事務担当者に対する指導監督体制を確認する例が多かった。

後見事務担当者又は補助者が専門職でない場合でも，専門職による内部的な指導・監督体制があるかど
うか，外部のアドバイザーとして専門職が関わっているか，第三者機関による監督・チェックの仕組み
があるかなどの事情を勘案し，選任を認めた例もあった。

選任されている法人の多くは，既に後見事務の経験のある社会福祉士，弁護士，司法書士が役員となっ
ており，構成員の後見事務についての経験や専門職の関与に着目している例が多かった。

適正な後見業務を行うためには，人的態勢が整っていることが重要である。

個人受任の場合は，当該個人の資質について確認すれば足りるが，法人受任の場合は法人の代表者が実
際の後見事務担当者とは限らないため，組織的に後見事務を適正に遂行する能力が備わっているか，実
質的に審査する必要がある。

問題意識

選任の実情

主要な考慮要素に関する考え方～一部の家裁の実情から～



法人又は法人の代表，理事長及び担当者等と本人との間に利害関係がないかどうかを確認している。

5

本人との利害関係について

具体的な利害関係がある場合，問題を解消するための方策（監督人の関与の在り方等）や，利害関係が
どの程度であれば選任に支障がないといえるか等の整理が難しいとして，慎重に考える家裁が多かった。

特に本人が入所する施設を経営する法人については，基本的には選任を避けるとの考えを示す家裁が多
かった（ただし，ここ数年，本人が入所する施設を経営する法人を候補者として申立てがあった事案は
見当たらないとする家裁もあった。）。

本人が入所する施設を経営する法人，本人に福祉サービスを提供する法人を巡っては，その選任の適否
をどのように考えるべきか，どのような監督体制があれば利益相反を防止するために十分といえるのか
等について，検討を深める必要がある。

一般的に，本人に有償のサービスを提供している法人が本人の後見人等となり，利益相反関係に立ち，
代理権を有することになると，対価としてふさわしくない出捐を本人にさせて利益を得たり，サービス
の終了や変更ができなくなったりするなどの不正行為のリスクが否定できない。
特に本人が入所する施設を経営する法人が後見人等となると，被後見人等の居所の選択に係る自由も制
限されることになりかねないなどの指摘もある。

本人が入所する施設の関連法人が候補者となった事案について，法人の役員や職員が重複していないか，
財政基盤が分かれているかなど，実質的な利益相反の可能性を検討した上で，選任した例があった。

問題意識

選任の実情

主要な考慮要素に関する考え方～一部の家裁の実情から～


